
  

「専門家システムに係る改修等業務」の契約事前確認公募要領 

 

令和７年11月13日 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 

広報・情報戦略統括室長  佐藤 慎之 

 

次のとおり、参加意思確認書の提出を招請する。 

 

1. 当該招請の趣旨 

中小機構では、事業者の課題解決を支援するために外部の専門家を登録・活用している。事業者が

機構全体の専門家の中から最適な専門家の支援を受けられること、また職員による専門家の管理業務

を効率化することを目的として、専門家システムを開発・運用している。当該システムは、専門家の公募、

登録、契約、評価など、専門家に関する業務を一元的に管理するシステムである。本業務は、当該シス

テムの改修等を行うものである。請負先選定においては、専門家システムの業務・基盤の仕様を正確に

把握し、かつ、技術的に十分な保守体制が取られていることが重要でありそのためには現行請負事業者

に蓄積された経験・スキル等などが必要であることから、以下のとおり事前の確認公募により調達する。 

公募確認の結果、応募要件を満たすと認められる者がいない場合は、現行請負事業者との契約手

続に移行する。一方で、応募要件を満たすと認められる者が存在した場合は、現行請負事業者と当該

応募者で、総合評価落札方式に基づく一般競争入札の請負業者選定に移行する。 

 

2. 業務概要 

（１) 業務名  

専門家システムに係る改修等業務 

（２) 業務期間 

令和8年４月１日（予定）～令和10年3月31日 

（３) 履行場所  

参加事業者が入札説明書に従って選定する場所で機構が認めるもの 

（４) 業務内容 

本業務では、専門家システムに係る以下業務の調達を行うものである。 

・改修・保守 

・引継ぎ 

 

3. 応募要件 

（１) 機構の契約事務取扱要領第２条及び第３条の規定に該当する者ではないこと。 

※中小機構の契約事務取扱要領については、次のURLを参照のこと。 

https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/contract/index.html 

（２) 中小企業基盤整備機構反社会的勢力対応規程（規程２２第３７号）第２条に規定する反社会的勢力

に該当する者ではないこと。 

（３) 令和７・８・９年度の全省庁統一資格を有する者であり、「役務の提供等：情報処理」又は「役務の提供

等：ソフトウェア開発」の「A」「B」または「C」の等級に格付けされた者であること。 

https://www.smrj.go.jp/procurement/bid/contract/index.html


  

（４) 品質管理体制について、ＩＳＯ９００１基準もしくはＣＭＭＩレベル３以上又はそれに類する同水準の品質管

理体制を有していること。 

（５) ＩＳＭＳ認証、ＩＳＯ／ＩＥＣ２７００１認証、ＪＩＳＱ２７００１認証、プライバシーマーク又はそれに類する同水準

の認証を取得していること。 

（６) 情報システム開発又は保守プロジェクトの責任者として、プロジェクト計画の作成、要員等プロジェクト遂

行に必要な資源の調達、プロジェクト体制の確立及び予算・納期・品質等の管理を行い、プロジェクトを

円滑に運営した実績を有する担当者を配置することができること。 

（７) 当該業務に必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分な管理能力を有していること。 

（８) 機構または経産省発注契約に係る指名停止処分を受けている者でないこと。 

（９) 現在、機構の専門家として業務委託契約を締結している者または専門家が役員等に所属する法人に

該当する者ではないこと。 

（１０） 過去3年以内に情報管理の不備を理由に中小機構との契約を解除されている者ではないこと。 

 

※応募要件に関して不明な点などがあれば、４．手続き等に記載の担当部署まで問い合わせること。 

 

4. 手続き等 

（１) 担当部署 

応募先および問合せ先 

独立行政法人 中小企業基盤整備機構 広報・情報戦略統括室 総合情報戦略課 一ノ瀬・杉浦 

住所：〒１０５-８４５３ 東京都港区虎ノ門 ３-５-１ 虎ノ門３７森ビル７階 

電話：０３-５４７０-１５２１ E-mail：sougou-joho@smrj.go.jp 

※受付時間 10：0０～１８：００ 月～金曜日（祝祭日を除く）  

 

（２) 参加意思確認書の提出期限、場所および方法 

期限：令和 7年 12月 2日（火） １６時００分 

場所：（１）に同じ 

方法：持参又は電送（メール）。 

【提出書類】 

① 参加意思確認書（様式１） 

② 資格決定通知書（全省庁統一資格）写し 

※新たに入札参加資格を得ようとする者であって申請を行ったものの、参加意思確認書の提出期限ま

でに資格決定通知書の交付を受けていない場合は、申請書類（写し）を提出してください。 

※提出書類に関して不明な点などがあれば、上記の担当部署まで問い合わせすること。 

 

（３) 資料の閲覧 

専門家システムの設計関連資料の閲覧を希望する場合は、令和7年12月1日（月）１８時００分まで

に、(1)担当部署にメールで申し込みを行うこと。 

 

5. その他 

（１) 手続きにおいて使用する言語および通貨は日本語および日本国通貨に限る。 



  

（２) 一般競争入札（総合評価方式）による公告を行うことになった場合、その旨後日通知する。 

（３) 参加意思確認書を提出した者は、提出した書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければ

ならない 

（４) 独立行政法人中小企業基盤整備機構情報セキュリティ管理規程（規程１９第６５号）を遵守すること。  

 

以上 


